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 カリフォルニア州消費者プライバシー法(以下｢CCPA｣という。)1は 2020年 1月 1日に施行される予定であり、多くの日本企業が、

急ピッチで CCPA へのコンプライアンス対応を進めている。その一方で、EU データ保護規則（GDPR）の対応の際と同様に、適用

スコープや初動のデータマッピングのところでつまずいている日本企業も多く見かける。各国のデータ保護法制への対応は決して

容易でなく、いち早く法律専門家の適切なアドバイスを得ることが不可欠であるといえよう。 

 今般、カリフォルニア州の 2019 年 legislative session の最終日である 2019 年 9 月 13 日に 5 つの修正案が下院で可決された。

理論上は、今後、2019 年 10 月 13 日までにカリフォルニア州知事が法案に対する拒否権を行使する可能性は否定できないが、

基本的には、CCPA の内容は当該可決を以って確定することが見込まれる。 

 以下では、5 つの修正案に規定されている条項のうち、日本企業が自社又はグループ企業における CCPA への対応を検討する

に際して知っておくと有益であると考えられる事項を概観する。 

 

1 主な修正ポイント 
 

(1)  事業者の求職者、従業員、所有者(owner)、取締役(director)、役員(officer)、医療スタッフ(medical staff member)若しくは契

約者(contractor)関連の情報又はそれらの者の緊急連絡先情報(emergency contact information)については、施行後 1 年

に限り、原則として CCPA が適用されない旨が§1798.145(g)に追記された。 

 但し、これらの者についても、§1798.100(b)(個人情報の種類と利用目的の通知)や§1798.150(民事訴訟の権利)は施行

当初より適用されることには注意が必要である。 

 

(2)  一定のビジネスコンタクト情報(相手方企業等の従業員、所有者、取締役、役員又は契約者の個人情報)については、施行

後 1 年に限り、§1798.100、§1798.105、§1798.110、§1798.115、§1798.130§1798.135 が適用されない旨の例外が§

1798.145(n)に追記された。 

                                                   
1  CCPA 対応については、当事務所個人情報保護・データ保護規制ニューズレター2019 年 7 月 24 日号もご参照いただきたい。 
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 但し、§1798.125(オプトアウトの権利)及び§1798.130(消費者を差別的に取り扱わない権利)は施行当初より適用されるこ

とには注意が必要である。 

 また、この適用除外は、｢事業者による、当該消費者が属している企業等に関するデュー･ディリジェンスの実施、当該企業

等に対する製品若しくはサービスの提供、又は当該企業等からの製品若しくはサービスの受領の文脈においてのみ発生す

る、事業者と消費者との間の書面若しくは口頭によるコミュニケーション又は取引を反映した個人情報｣についてのみあては

まるものであり、いわゆる B to B のビジネスを営む事業者について CCPA への対応が一切不要となるものではない。 

 

(3)  消費者のアクセス権における情報開示請求のために指定する 2 つ以上の方法については、以下のとおり修正がなされ

た。 

・ 少なくともフリーダイヤルの電話番号を含んでいる必要がある 

・ オンラインでのみ運営され、且つ、個人情報を収集した消費者と直接関係を有する事業者は、メールアドレスを提供す

れば足りる 

・ 事業者がウェブサイトを有している場合、消費者が当該ウェブサイトを利用して情報開示を請求できるようにしなけれ

ばならない 

 

(4) その他の修正ポイント 

・ 消費者のアクセス権行使の際の、事業者による合理的な本人確認の明記 

・ プライバシーポリシーにおける開示事項の修正 

・ プライバシーポリシーにおける要開示事項･要アップデート事項及び CCPA 遵守の責任担当者が保有すべき知識に関

する修正 

・ 「個人情報」の定義における、非識別化された(deidentified)消費者情報や消費者情報集合体(aggregate consumer 

information)は含まれない旨の明確化  等 

 

2 今後の動向 
 

 CCPA 上、2020 年 7 月 1 日までに司法長官が規則を制定することとされている(§1798.185(a))。現時点ではこの規則は公表さ

れていないが、それほど遅くない時期に公表されることが見込まれており、来月(2019 年 10 月)にドラフトが公表され、CCPA が施

行される 2020 年 1 月 1 日までに規則を確定させることが見込まれているとの報道もあるところである 2。この規則においては、

CCPA 上、消費者による権利行使手続等の詳細などが定められることが想定されている。 

 なお、CCPA に基づくエンフォースメントは、この司法長官による規則の公布日から 6 ヶ月後又は 2020 年 7 月 1 日のいずれか

早い方まで行うことができない旨の規定が置かれていることから、この観点でも上記規則の公布のタイミングは重要となる。 

 CCPA の施行時期まであと約 3 ヶ月と迫ってきていることから、以上の動向を踏まえ、CCPA へのコンプライアンス対応が必要と

なる(又はその可能性がある)日本企業においては、引き続き規則等に関する動向を注視するとともに、対応を着実に進めていく

必要がある。 

 

 

 
 

1 日本 
 

 個人情報保護委員会は 2019 年 8 月 26 日、個人情報保護法 42 条 1 項に基づく勧告を初めて行った。また、公正取引委員会は

2019 年 8 月 29 日、「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する

独占禁止法上の考え方（案）」に関するパブリック・コメント（意見募集）を開始した。公正取引委員会と個人情報保護委員会との連

                                                   
2  2019 年 9 月 21 日付けの Bloomberg Law 参照。 
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携が想定されており、個人情報保護政策の観点からも注目される。 

 

2 米国 
 

 本ニューズレター2019 年 8 月 26 日号で解説したとおり、2019 年 5 月 29 日にネバダ州で成立した包括的なプライバシー保護法

(Senate Bill 220)の発効が 2019 年 10 月 1 日に迫っている。同法の適用を受ける場合には、CCPA と同様に、①Privacy Notice の

見直しや、②opt out 権が発生する売却がないか等を検討する必要が生じ得る。 

 

3 欧州(EEA) 
 

 ポーランドとアイルランドのデータ保護監督当局が、それぞれ 2019 年 8 月 1 日と 2019 年 8 月 12 日に、GDPR に基づくデータ侵

害通知に関するガイダンスを公表している（ポーランド、アイルランド）。日本企業としては、自社又は EEA にあるグループ企業が

データ侵害通知を行う必要が生じる場合に備え、欧州データ保護評議会が公表しているガイドラインに加えて、自社のグループ企

業が所在する法域を管轄する各データ保護監督当局が公表するガイダンスの内容を確認しておくことが望ましい。 

 

4 中国 
 

 児童個人情報ネット保護規定が、2019 年 8 月 23 日に公布され、2019 年 10 月 1 日に施行される。本規定は、ネットにおける児

童の個人情報保護に関する初めての規定であり、「児童」(14 歳以下)に適用される。 

 2019 年 8 月 8 日に中国政府が情報安全技術 移動インターネット応用(アプリ)の個人情報収集に関する基本規範案を公表し、

2019 年 8 月 31 日まで意見募集が行われた。本基本規範は、アプリが個人情報を収集する際に遵守すべき要求を規定したもの

である。 

 2019 年 8 月 28 日に民法典人格権編(草案第三審議稿)ついての意見募集が開始し、2019 年 9 月 26 日まで意見募集が行われ

た。これまで中国においては、個人情報は民法体系において主に「民法総則」111 条と「権利侵害責任法」の関連条項により保護

されてきたが、実務上、立証の困難さ等の理由から、民事訴訟において個人情報保護の実現は困難であった。本法案には、個人

情報に関する民事上の保護をさらに推し進めるべく、個人情報の範囲のほか、個人情報取扱者に対する要求や個人情報取扱者

の責任・義務に関する規定も盛り込まれている。 

 

5 トルコ 
 

 トルコにおいては、2016 年 4 月 7 日に、当時の EU データ保護指令に概ね沿った形で、最初の包括的な個人データ保護法が施

行されたが、この個人データ保護法上、データ管理者は個人データの処理の前に一定の事項(具体的には、処理目的、個人デー

タ・データ主体・データ受領者に関する情報、個人データの安全管理措置等)につきトルコのデータ保護監督当局に登録すること

が要求されている。トルコ外のデータ管理者については、その登録期限が 2019 年 9 月 30 日とされていたが、今般 2019 年 12 月

31 日に延期された。EU では、類似の義務が EU データ保護指令において求められていたものの、GDPR においては求められてい

ない。この登録義務に違反した場合には行政罰が課される可能性がある。個人データ保護法の地理的適用範囲は必ずしも明ら

かではないが、トルコにいる人に影響を与えるような場合には慎重な対応が求められる。 

 

6 バーレーン 
 

 バーレーンにおいて、2018 年 7 月 12 日に成立した新しい個人データ保護法が、2019 年 8 月 1 日から施行されている。新法は

国際標準に則った規定となっており、バーレーンにおいてビジネスを行う企業は、バーレーンにおける個人データの処理方法にお

いて多くの変更が求められることとなるため、留意が必要である。 

 

7 バルバドス 
 

 バルバドスにおいて、2019 年 8 月 6 日に、GDPR 類似の新しい個人データ保護法が成立した。バルバドスに拠点がない企業で

も、バルバドスのデータ主体に向けた商品やサービスの提供に関する個人データの処理については同法の適用を受けることにな

https://www.jurists.co.jp/ja/newsletters/data_protection_190826.html
https://www.leg.state.nv.us/App/NELIS/REL/80th2019/Bill/6365/Text
https://www.uodo.gov.pl/pl/138/1133
https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/2019-08/190812%20GDPR%20Breach%20Notification%20Quick%20Guide.pdf
https://www.barbadosparliament.com/uploads/bill_resolution/0f454ea4923cf8a713630eb8ff87c154.pdf
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るため、留意が必要である。 

 

8 ケイマン諸島 
 

 ケイマン諸島において、GDPR をモデルとして 2017 年 6 月 5 日に制定された個人データ保護法 2017 が 2019 年 9 月 30 日から

施行される。ケイマン諸島に拠点がない企業でも、そのサービスがケイマン諸島の住民に向けられており、ケイマン諸島において

個人データの処理がなされている場合は、同法の適用を受けることになるため、留意が必要である。 

 

 

https://ombudsman.ky/images/pdf/laws_regs/Data_Protection_Law_2017.pdf
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